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自転車運転中の携帯電話等の使用

自動車等運転中のイヤホン等の使用など

が禁止となります！！
～神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について～

キャッシュカードを騙し取るオレオレ詐欺急増中！！

警察官や銀行協会を名乗る者が家に来ても

キャッシュカードは渡さない！！

暗証番号は教えない！！

キャッシュカードを要求する電話が来たら、

一旦切ってすぐ通報！！

※ 手 集 計

オレオレ詐欺
認知件数

オレオレ詐欺
被害額

オレオレ詐欺中の
カード手交付型

認知件数

79件 約１億3,600万円 24件
249件 約５億1,400万円 39件

平成23年４月1日～４月27日

本年累計(4月27日現在）

平成23年５月１日(日)から、神奈川県道路交通法施行細則が一部改正となり、

○ 自転車運転中の携帯電話の通話や操作、画像の注視

○ 大音量やイヤホンを使用して音楽を聴くなど、安全な運転に必要な音

又は声が聞こえない状態で自動車等(自転車を含む)の運転

が禁止となります。

罰則 ５万円以下の罰金

※ 自動車、自動二輪車又は原動機付自転車で違反した

場合は、交通反則切符(通称青切符)で手続きすること

となります。

詳しくは、お近くの警察署交通課又は

県警ホームページ（http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm）へ

自転車マナーアップ強化月間 平成23年５月１日(日)～５月31日(火)の１か月間

春の全国交通安全運動 平成23年５月11日(水)～５月20日(金)の10日間

交通事故死ゼロを目指す日 平成23年５月20日(金)


